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男女共同参画社会の

環境づくり

様々な分野にわたる

男女共同参画の推進

性別に関わりなく

活躍できる

労働環境の推進

生涯にわたる

健康と福祉の

充実

人権の尊重と

DVの根絶

（１）総合的な意識啓発の推進

（２）総合的な体制づくり

（３）多様な性に対する配慮

（２）配偶者等からの

　　暴力の防止と被害者保護

（１）あらゆる暴力を

　　根絶するための基盤づくり

（３）福祉環境の充実

（２）母性の保護と尊重

（１）心と体の健康づくりの推進

（２）職業生活と家庭生活の

　　両立支援

（１）就業及び職場環境の改善

（４）地域社会における

　　男女共同参画の推進

（３）学校等における

　　男女共同参画教育の推進

（２）家庭における男女共同参画と

　　平等教育の推進

（１）女性の社会参画の推進

❶男女共同参画社会への意識改革の推進

❷男女共同参画に関する情報収集・提供

❶男女共同参画に関する相談体制づくり

❷協働による施策等の進捗の管理

❶政策・方針決定の場所への女性の参画の促進

❷女性リーダーの育成

❶家庭における意識啓発

❷男性の家事参画の促進

❶男女平等と多様な選択を可能にする教育・保育

❷職場体験と進路相談

❶地域活動等の促進

❷ボランティア・ＮＰＯ活動等の促進

❶職場における男女の均等な機会と待遇の確保

❷女性の就業機会の確保

❶心と体の健康管理の支援

❷男女の健康診査の充実

❶妊娠・出産期・乳幼児期における健康支援

❶地域共生社会に向けた

　多様な個人・世帯に対する支援

❶仕事と家庭の両立についての啓発

❷子育て支援

❸介護支援

❶暴力をなくすための啓発や防止対策

❷防犯対策の促進

❸被害者の保護・自立支援

❶ＤＶ防止の啓発

❷被害者の保護・自立支援

❶性の多様性に対する理解促進

❷性の多様性を踏まえた対応の充実
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女性の活躍推進計画

女性の活躍推進計画

ＤＶ防止基本計画

性別に関わりなく活躍できる社会の実現
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基本理念



資料：武豊町「男女共同参画に関するアンケート」

（１）計画の位置付け

　今後の武豊町の男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進する総合的な指針であり、次の

法律に基づく計画です。

（２）計画の期間

　令和３年度から令和12年度までの10年間とします。

　本計画では、「性別に関わりなく活躍できる社会の実現」を基本理念に掲げ、性別に関わりなく、お互

いにその人権を尊重しつつ責任も成果も分かち合い、家庭、学校、職場、地域社会等、社会のあらゆる

分野において、個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指すものです。

男女平等の状況について、社会全体として「男性の方が優遇されている」「どちらかといえば男性の

方が優遇されている」をあわせた割合は５割を超えています。

男女がより平等になるために、子育てや介護と仕事が両立、仕事を性別で判断する考えを改める

こ と、学校での男女平等と相互の理解や協力の学習などの回答が多くみられます。

男性の方が優遇されている　　　どちらかといえば男性の方が優遇されている　　　平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている　　　女性の方が優遇されている　　　わからない　　　無回答
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計画 策定 にあたって
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基 本 理念

町 民 ア ン ケ ー ト

男女共同参画社会

●家族全員が互いに協力して、

家事、子育て、介護等を行い、

明るく楽しい家庭生活を送っ

ている

●性別に関わりなく自立し、個性

が輝く心豊かな暮らしをして

いる

●性別に関わりなく仕事と家

庭・地域生活の両立が可能な、

バランスのとれた働きやすい

職場環境が整っている

●一人ひとりが性別に関わり

なくその個性と能力を十分に

発揮して、いきいきと活躍し

ている

●一人ひとりの個性や能力を伸

ばし、社会で活躍できる人材

が育っている

●進学や就職において、性別に

関わりなく個人の適性を尊重

した進路選択がなされている

●地域活動やボランティア活動

において、性別に関わりなく

主体的に住みよい地域づくり

に参画している

●子育てや介護等を地域全体で

応援し、安全・安心で元気な

地域づくりが進められている
より男女が平等になるために必要なこと

学校で、男女平等と相互の理解や協力の学習を

すすめる

男性の仕事、女性の仕事というように仕事を性別

で判断する考えを改める

子育てや介護と仕事が両立しやすい環境をつくる

男性が、子育てや介護と仕事の両立に関心を持つ

女性の参画を阻む、社会通念、慣習などを見直す

家 庭

職 場 地 域 社 会

学 校

重 点 施 策

性別に関わりなく活躍できる社会の実現
● 男女共同参画社会基本法の「市町村基本計画」

● 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の「市町村推進計画」

● 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の「市町村基本計画」
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社会情勢や住民意識の変化、計画の進捗状況などを踏まえ、中間年で見直しを実施します。

社会全体としての男女平等の状況

男女共同参画に関する講座・講演会の実施

男女共同参画懇話会の開催

審議会等の女性委員割合の増加

低年齢児保育、介護保険認定者の増加への対応

女性活躍・両立支援・ＤＶなどをテーマとした講座・講演会等の開催


